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新学期がスタートして間もなく１ヶ月が過ぎようとしています。以前でしたら「ＧＷ中の観桜会」でしたが、

年々開花も早まっているように感じます。特に今春は開花が早く、もうこの時期で葉桜となってしまいました。

さて、 ＧＷが始まります。部活動では、各種大会等を控えて練習にもますます熱が入ってくることでしょう。

連休明けには中間考査も控えていますので、連休中の部活動と学習は計画的に取り組んでください。

４・５月の連休中の過ごし方について

１ 規則正しい生活

連休後は、県南総体、そして中間考査も予定されています。健康管理に留意し、不規則な生活にならないよ

う計画的に毎日を過ごしてください。

２ 非行や事故の未然防止

コロナへの対応が５類となり、以前の生活習慣を取り戻しつつありますが、医療関係者からの話ですと、イ

ンフル等の感染病が少なからず発生しているそうですので油断ができません。大型店など不特定多数の人が集

まる所へ行く際は十分ご注意ください。また不要な外出や友人宅などへの外泊は不安が増すだけですので止め

ましょう。連休中はスマホを操作する時間が増えることが予想されます。ＳＮＳなどの利用は、「ルールとマ

ナー」を守り、感情にまかせた書き込みによる「侮辱」「名誉毀損」「個人情報の流布」などは「いじめトラブ

ル」に繋がる可能性がありますので注意しましょう。また、政府から昨年度に発表がありました保護者による

指導「ペアレンタルコントロール」もよろしくお願いします。

３ 交通事故防止

自転車乗車時の「ヘルメット着用努力義務」が出されました。自転車走行時に限らず事故を起こさない、事

故に巻き込まれないように、ご家庭でも注意をしていただけますようお願いします。

声かけ・つきまとい等の事案についての対応

県内での声かけ・つきまとい等の発生が県警より毎日のように報告されております。連休中も十分注意をして

ください。また、次の点に留意して、生徒及び保護者の皆様は対応をお願いします。

１ 危険を感じたり、被害に遭いそうになったときには、大声で周囲に助けを求めすぐに安全な場所ま
で逃げる。

２ 危険に遭遇した場合、駆け込める場所を把握しておくこと。

３ 帰宅時間が遅くなったときは保護者に連絡し、一人で帰ることのないようにする。

４ 防犯ブザーの常時携帯の指導と、緊急時に直ちに活用できるよう使用方法について熟知する。

５ 行為者の人相、着衣、使用車両のナンバー等を確認し、すぐに警察に通報する。

県警察本部少年女性安全課 子供・女性安全対策係より

保 護 者 の 皆 様 へ ≪重 要≫

連休中の土日祝日などの休業日には電話対応等ができません。

連絡が必要な場合は すぐーる の「欠席連絡」に状況を入力してください。


